
9・3 2003年度の内航海運対策

企業の国際競争力の激化等を受けた物流効率化・高度化の要請の高まりから、事業者の創意工夫

により、質の高い海上輸送サービスをできる環境を整備すると共に航行の安全確保及び船員の労働

保護を図るため、内航海運業法、船員職業安定法および船員法の改正を一括して行う「海上運送事

業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律」が第159回通常国会において審議され、2004

年5月27日に成立、6月2日に公布、2005年4月1日に施行されることとなった。これら一連の法律改
正は、国土交通省海事局長の私的懇談会である次世代内航海運懇談会（座長：杉山武彦一橋大学副

学長）が取りまとめた「次世代内航海運ビジョン 21世紀型内航海運を目指して」の提言を受けた
もので、2003年12月11日の交通政策審議会第8回海事分科会で答申された「内航海運の活性化によ
る海上物流システムの高度化について」の中に基本的考えが盛り込まれている。（船協海運年報2002
P.202および資料9-3-1参照）
このうち内航海運業法の改正については、内航海運業法等の事業規制および船舶・船員の安全規

制について2003年8月に開催された学識経験者と官労使から構成される「内航海運制度検討会」に
おいて、「事業規制の見直しの具体的制度設計について」が取りまとめられ、この内容の具体化と

して、①参入規制の緩和（事業展開の多様化・円滑化のため、これまでの許可制から適切な資金計

画、船員配乗計画等を要件とする登録制に緩和）、②事業区分の廃止（内航運送業（オペレーター）

と内航船舶貸渡業（オーナー）の事業区分を廃止し、すべての内航海運業者に、荷主との運送契約

の締結を認める。）、③運航管理制度の導入（輸送の安全確保のため、船舶の運航を行う事業者に対

し、運航管理規定の作成・届出及び運航管理者の選任・届出を義務付けるとともに、輸送の安全確

保のための是正命令措置を導入）、④運送約款制度の導入、などが図られることとなった。

また、船員職業安定法の一部改正では、海上労働力の適正かつ円滑な移動の実現のため、学識経

験者と官労使から構成される「船員職業紹介等研究会」で検討を重ねた結果、同研究会において2002

年7月「船員労務供給事業及び船員職業紹介事業に係る規制改革のあり方に関する報告」がまとめ
られ、この報告を基本として、①常用雇用型船員派遣事業の制度化（自己の常時雇用する船員につ

いて船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うこと

ができる。）、②無料船員職業紹介事業の拡充（学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当

該学校等の学生生徒等について、無料の船員派遣事業を行うことができることとする。）、③国土交

通大臣による船員派遣元事業主等に対する監督等についての規定を整備。などが図られることとな

った。（船協海運年報2004 8・8・3参照）
一方、船員の乗組み制度の見直しでは、「次世代内航海運ビジョン」の提言を受け、2002年4月よ
り官労使からなる「内航船乗組み制度検討会」で検討が行われ、内航貨物船、旅客船それぞれにつ

いて、同検討会の「内航貨物部会」および「旅客船部会」で具体的検討が行われ、2003年6月の中
間報告を経て、2003年12月9日の同第3回検討会において内航貨物船及び旅客船の乗組み制度の見
直しについて最終報告「内航貨物船乗組み制度の見直しについて」および「旅客船乗組み制度の見

直しについて」が取りまとめられた。一般貨物船について船員法の一部改正では、同最終報告を具

体化した、①労働時間規制の見直し（労使合意による時間外労働制度の導入）、②船員の雇入契約

の公認制から届出制への緩和、③船員労務官の監督権限の強化等のための規定の整備、などが図ら

れることとなった。（資料9-3-2参照）
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